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臨時休業中の登校日の設定について 

 

 

若葉の候、保護者の皆様には、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃より本校の教育活動に対して、ご理解とご協力をいただき、深く感謝申し上げます。 

さて、５月１日付文科省通知の中に、児童の学びの保障として、臨時休業中の分散登校

日の設定が示されています。これまで本校では、県の感染者数の状況を踏まえ、児童の安

全を第一に考え、学習課題の配付と回収を行ってきたところですが、次の段階として臨時

休業中の登校の実施について検討いたしました。 

つきましては、児童の心身の健康についての確認、課題の進捗状況の確認と支援を目的

として、次のように登校日を設定することにします。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

１ 登校日時     ５月２１日（木）８：３０～９：４５   （全児童） 

５月２７日（水）８：３０～１０：３０  （全児童） 

 

２ 登校時刻と方法  ８：２０～８：３０の間に学校に到着するように登校班で登校 

                       

３ 下校時刻     ５月２１日（木）  ９：４５    

５月２７日（水） １０：３０   

 

４ 持ち物等  健康観察カード（体温を測る）、マスク、ハンカチ、ティッシュ 

        筆記用具、連絡帳（メモ帳）、家庭環境調査票と保健調査票（２～６年

未提出の場合）、提出課題、 

 

 ○ 本人や家族の方の体調がすぐれない場合や、感染が心配な場合などで欠席する場合

は、電話で学校へご連絡ください。 

 ○ 臨時休業中ですので、出席日数には計上しません。自主登校の扱いです。 

○ 何か不安なことや、心配なことなどがございましたら、遠慮なく学校までご連絡く

ださるようお願いいたします。 

問い合わせ 

 大山小学校 

 教頭 柴野 科子 

TEL 95-2014   

 
 


